
基本の流れ 指針（素案）の対応箇所

指針（素案）の中のパブリックコメント手続の流れ

素案を作ります

パブリックコメント手続を
実施することを決定します

実施要項を作ります

実施する時期などを
もみじだよりで公表します

素案を公表します

意見を募集します

いただいた意見を参考に
素案を修正します

市としての最終的な内容を
決めます

議案提出

結果の公表

標準30日間

もみじだよりと
ホームページに
掲載します

市役所の窓口や
ホームページで
閲覧できます

第３　対象

第４　実施の決定

第５　素案の公表

第６　意見の提出手続

第７　提出された意見
への対応

議決を要する
案件の場合

成案 結果の公表

議決を要しない
案件の場合

窓口で提出する
ほか、郵便、
ファックス、電子
メールなどでも提
出できます

どんな
内容かな？

市役所の窓口や
ホームページで
閲覧できます

市役所の窓口や
ホームページで
閲覧できます

太い枠は、直接市民のみなさま
の目に触れる手続です。

細い枠は、市の内部手続です。

図の見方


